
令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ）

（内閣府地方創生推進事務局） 

項 目 名 国際戦略総合特区における特別償却又は税額控除の特例措置の延長 

税 目 法人税 

要

望

の

内

容

＜現行制度の概要＞ 
総合特別区域法に基づき、国際戦略総合特区内で、指定法人が認定国際戦略

総合特区計画に定められた事業を行うために、設備等を取得してその事業の用
に供した場合に、特別償却又は税額控除ができる制度。 
・対 象 設 備  ：機械・装置（２千万円以上）

開発研究用器具・備品（１千万円以上） 
建物・付属設備・構築物（１億円以上） 

・特別償却の割合  ：機械・装置、開発研究用器具・備品⇒取得価額の 34％
建物・付属設備・構築物⇒取得価額の 17％ 

・税額控除の割合  ：機械・装置、開発研究用器具・備品⇒取得価額の 10％
建物・付属設備・構築物⇒取得価額の 5％ 
※当期法人税額の 20％を限度とする

・設備等取得の期間：法人指定の日から令和６年３月 31日まで

＜要望内容＞ 
総合特別区域法第 26 条に定められている国際戦略総合特区において適用され

ている法人税の課税の特例措置について、租税特別措置法第 42 条の 11 におい
て令和６年３月 31 日が適用期限となっており、この適用期限を２年間延長し、
令和８年３月 31日までとする。 

 平年度の減収見込額 ―   百万円 

(制度自体の減収額) ( ▲3,600 百万円)

(改 正 増 減 収 額) ( ―  百万円)
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新
設
・
拡
充
又
は
延
長
を
必
要
と
す
る
理
由 

⑴  政策目的 

我が国全体の成長を牽引する戦略的分野について国際レベルでの競争優位性
を持ちうる特定地域を対象とし、戦略的分野における内外の需要、雇用等を拡
大するとともに、我が国経済の成長エンジンとなる産業、企業等の集積を促進
し、民間事業者等の活力を最大限引き出す上で必要な拠点を形成することを目
的としている。 

 

⑵  施策の必要性  

総合特区制度では、政策課題の解決を図る突破口とするため、地域の資源や
知恵を地域の自立や活性化に向けて最大限活用し、政策課題解決の実現可能性
の高い地域のうち、産業の国際競争力の強化に取り組む地域として国際戦略総
合特区を定め、当該地域においては、特に必要な３つの分野（環境技術・高度
な医療・産業技術分野）における我が国の成長エンジンとなる産業、企業等を
集積することで我が国の産業の国際競争力の強化を図っていく必要がある。 

これまで本税制措置を１５２法人が適用し、特区地域における産業の国際競
争力の強化に係る拠点形成をはかってきたが、例えば環境技術分野（電動自動
車分野など）における中国の台頭などに対抗するため、引き続き、３つの分野
において産業の国際競争力の強化を図っていく取組が検討されている。 

このため、特区の目的である産業の国際競争力の強化に資する事業への投資
を促す手段として、国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除への
延長措置を講ずる必要がある。 

 

なお、参考までにデジタル田園都市国家構想総合戦略（令和 4 年 12 月 23 日
閣議決定）においては、全国どこでも誰でもが便利で快適に暮らせる社会を目
指して、地方創生の加速化・深化やこれまでの地方創生の取組の継承と発展を
行っていくこととしており、総合特区等との連携を図っていくこととしてい
る。 

 

今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

政策５ 地方創生 
施策５ 地方創生に関する施策の推進 

政 策 の 

達成目標 

中目標「特区制度、都市再生、中心市街地活性化等を活用した
地域活性化の実現」を達成するための事業として「総合特区の
推進」を活用した地域活性化の実現を図ることとしている。 
 
総合特別区域法第 7 条第 1 項に基づき定める総合特別区域基本
方針において、国際戦略総合特区における産業の国際競争力の
強化の意義及び目標に関する事項が示されている。 
〈総合特区制度の目標〉 
総合特区制度は、区域限定の規制・制度改革によって政策課題
解決を図る突破口とし、産業の国際競争力の強化を目的として
いる。 
 

 

租税特別

措置の適

用又は延

長期間 

 
２年間（令和６年４月１日～令和８年３月 31 日） 
 

 

同上の期

間

中 の 達 成 

目 標 

 
総合特別区域法の下、産業の国際競争力の強化及び地域の活性
化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、国
民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とす
る。 
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政策目標の

達 成 状 況 

 
国際戦略総合特区に指定された６特区（※1）においては、特別
償却又は投資税額控除の制度を活用することにより、我が国の
経済の成長エンジンとなる産業、企業等の集積が促進され、企
業収益力・国際競争力の強化に向けた環境が整備されつつあ
り、大きな成果が得られている。 
 
このうち、本税制措置を適用して特区目標の達成を目指す５特
区（※2）については、特区内の産業の国際競争力強化を目指す
ため、特区の特性に基づきそれぞれ独自の目標を設定して取り
組んでおり、かつ複数の目標を設定しているケースが多い、こ
れらの目標のうち特区自治体が特に本税制措置の目標として掲
げるもので見ていくこととする。 
 
※1「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」は、特
区からの申請により令和４年３月 31日付で指定解除となった。 
※2「アジアヘッドクォーター国際戦略総合特区」は、今後本税
制の活用見込みがないため除いている。 
 
 
○つくば国際戦略総合特区 
評価指標：ライフイノベーション・グリーンイノベーションの

推進による産業化促進 
数値目標：事業・産業創出数 

15件（令和３年度）→75件（令和７年度） 
令和元年度～４年度適用数：0法人(今後適用見込みあり) 

(単位：件) 
 

適用事業

数 

特区目標(事業・産業創出数) 

目標値 実績値 
うち税制適用 

事業者分 

令和元年度 0 ‐ ‐ 0 

令和２年度 0 ‐ ‐ 0 

令和３年度 0 15 11 0 

令和４年度 0 30 15 0 

 
○京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区 
評価指標：特区事業の実施によるライフイノベーション分野に

おける経済効果 
数値目標：特区関連事業による就業者の増加数 

７年間（令和元年度～令和７年度）累計：810人 
令和元年度～４年度適用数：４法人(延べ７事業)      

(単位：人) 
 

適用事業

数(件) 

特区目標(就業者の増加数) 

目標値 実績値 
うち税制適用 

事業者分 

令和元年度 0 200 136 0 

令和２年度 1 100 －18 0 

令和３年度 3 110 525 205 

令和４年度 3 100 120 10 

 
○アジア No.1航空宇宙産業クラスター形成特区 
評価指標：中部地域における航空宇宙産業の生産高 
数値目標：10,818億円(令和元年度)→10,818億円(令和７年度) 
     ※令和 7年度までに令和元年度(コロナ前)まで回復 
令和元年度～４年度適用数：８法人(延べ 10事業) 
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(単位：億円) 

 
適用事業

数(件) 

特区目標(推計生産高) 

目標値 実績値 
うち税制適用 

事業者分 

令和元年度 7 11,200 10,818 23.9 

令和２年度 2 11,800 7,307 5.0 

令和３年度 1 10,818 6,843 0.3 

令和４年度 0 10,818 ‐ 0 

 
○関西イノベーション国際戦略総合特区 
評価指標：研究結果による効果 
数値目標：特区支援制度活用による医薬品・医療機器の薬事申

請数 
平成 23年度～令和８年度の累積件数 63件 

令和元年度～４年度適用数：６法人(延べ 12事業) 
 (単位：件) 

 
適用事業

数 

特区目標(累計薬事申請数) 

目標値 実績値 
うち税制適用 

事業者分 

令和元年度 5 27 37 3 

令和２年度 3 30 45 6 

令和３年度 3 33 52 9 

令和４年度 1 51 54 9 

 
○グリーンアジア国際戦略総合特区 
評価指標：当地域が貢献する環境を軸とした産業の年間売上高 
数値目標：年間売上高 

約 0.2兆円（平成 22年 12月）→約 5.71兆円（令和
７年） 

令和元年度～４年度適用数：21法人(延べ 33事業) 
(単位：百億円) 

 
適用事業

数(件) 

特区目標(年間売上高) 

目標値 実績値 
うち税制適用 

事業者分 

令和元年度 9 420 370 343 

令和２年度 9 519 329 301 

令和３年度 9 424 323 288 

令和４年度 6 461 321 288 

 
※設備導入年度の財務状況によっては、本税制措置を受けられ
ない事業もあるが、投資に対するインセンティブ措置であるた
め、当該税制に係る申請を行った事業者のデータを含んでいる
特区がある。 
 
※上記指標等は、内閣府における、本税制措置を適用した事業
者が所在する特区関係自治体向け調査に基づくものである。 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 
【適用見込み事業者数】 
令和５年度：１０法人 
令和６年度： ４法人 
（適用事業者の範囲） 
総合特別区域法に基づき、認定国際戦略総合特区計画に定めら
れた事業を行う指定法人 
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要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
これまで本税制措置は、創設以降 152 法人に適用され、直近

令和元年度から令和４年度においては、我が国全体の成長を牽
引する戦略的分野について国際レベルでの競争優位性を持ちう
る特定地域である国際戦略総合特区において、戦略的分野にお
ける内外の需要、雇用等を拡大するとともに、民間事業者の活
力を最大限引き出すうえで必要な機能を備えた拠点を形成に資
する取り組みのインセンティブ措置として適用し、46 事業にお
いて成長エンジンとなる産業・企業等の集積につながる取組を
促進されることができた。 
このような産業・企業の集積は、当該産業・企業の判断により
行われるものであり、政策目的を実現するためには、一定の要
件を満たすことにより特例を受けることができる税制措置を講
じることが効果的である。 
 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

 － 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
・総合特区推進調整費     令和５年度予算額      4百万円 

令和６年度要求額      4百万円 
・総合特区支援利子補給金 令和５年度予算額    386百万円 

令和６年度要求額   340百万円 

 

上記の予

算 上の

措置等 

と要望項

目

と の 関 係 

 
利子補給金は、新たな成長分野を切り開く先駆的な研究開発や
革新的な事業を行うベンチャー企業又は中小企業を支援するも
の。 
一方、要望項目は、内閣総理大臣による認定を受けた「国際戦
略総合特別区域計画」に記載された事業に対し、上記の財政支
援及び本税制措置等を一体として支援するもの。 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
我が国の経済の成長エンジンとなるような産業・企業の集積等
は、当該産業・企業の判断により行われるものであることか
ら、政策目的を実現するためには、一定の要件を満たすことに
より特例を受けることができる税制措置を講じることが効果的
である。 
なお、措置の対象は国際戦略総合特別区域計画に定められた一
定の事業の用に供する設備等に限定されており、必要最小減の
措置である。 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に

関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
(適用件数) 
税額控除 
 令和元年度：15法人 
 令和 2年度：6法人 
 令和 3年度：7法人 
 令和 4年度：10法人 
 
特別償却 
 令和元年度：1法人 
 令和 2年度：なし 
 令和 3年度：3法人 
 令和 4年度：なし 
 
(減収額) 
税額控除 
 令和元年度：891百万円 
 令和 2年度：252百万円 
 令和 3年度：3,989百万円 
 令和 4年度：238百万円 
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特別償却 
令和元年度：25百万円 
令和 2年度：なし 
令和 3年度：51百万円 
令和 4年度：なし 

※出典：財務省「租税特別措置の適用実態調査に関する報告書
(令和 5年 2月国会提出)」
なお令和 4年度については特区に調査した見込み値。

租特透明

化法に基

づく

適 用 実 態

調査結果 

① 租税特別措置法の条項：42 条の 11
② 適用件数 ：10件 
③ 適用額 ：3,817,368千円 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 租税特別措置により、国際戦略総合特区の５地域において
は、特区内の産業の国際競争力強化を目指すため、特区の特性
に基づきそれぞれ独自の目標を設定し、この目標に資する成長
エンジンとなる産業・企業等の集積につながる取組を促進され
ることができた。

なお、当該税制措置の対象となる分野は大きく３分野(高度な
医療技術・環境技術・産業技術)となっており、以下のとおりこ
れに係る集積が図れている。 

主な活用分野 
適用事業数 
(R1～R4) 

京浜ライフ 高度な医療分野 ４ 

アジア No.1 産業技術分野 １０ 

関西イノベ 高度な医療分野 ８ 

グリーンアジア 
環境技術分野 
産業技術分野 

２１ 

※つくば国際戦略総合特区は R1～R4の適用実績がないため含めていない

＜参考：設備投資による効果＞ 
上記の適用事業による設備投資が行われたことにより、平成

29 年から令和 4 年 8 月までの期間分においては、設備投資額約
1,935 億円、総合経済波及効果は、約 4,487 億円を実現してお
り、地域の活性化にも繋がっている。 
※令和 4年度内閣府委託調査調べ

前回要望時 

の達成目標 

総合特別区域法の下、産業の国際競争力の強化及び地域の活性
化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、国
民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とす
る。 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

本税制において、令和元年度から令和４年度までの間、46 事業
が認定されており、これらの事業では計画に沿って設備投資が
行われ、各事業において支援対象の施設・設備を活用して、そ
れぞれの事業実施計画書に基づき研究・製品開発や国際競争力
の強化につながる製品製造等が行われることで、各特区目標の
達成に寄与することで、産業の国際競争力の強化に繋がってい
る。 
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これまでの 

要 望 経 緯 

平成 23年度：創設 

平成 25年度：拡充 
（適用対象に「開発研究用器具・備品」を追加） 

平成 26年度：延長（２年間） 

平成 28年度：見直しの上、延長 
（特別償却率及び税額控除率を見直し、繰越税額控除制度を廃
止した上で、２年延長） 

平成 30年度：延長（２年間） 
（特別償却及び税額控除の率、対象事業の範囲（国際海上輸送
網の拠点となる港湾等の整備等に関する事業及び国際的な事業
機会の創出等に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事
業を除外）を見直した上で、２年延長） 

令和２年度：延長（２年間） 
（対象事業の範囲（水の確保が困難な地域における水の適切な
供給及び効率的な排水の処理に関するシステムの研究開発に関
する事業、高度医療施設等に近接して設けられるホテル、旅館
そのほかの宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に
供されるものの整備又は運営に関する事業、高度医療施設等へ
の外国人の患者の受入れに必要な渡航に係る手続の代行、当該
渡航に付随して行う通訳案内その他外国人の患者の便宜となる
サービスの提供に関する事業、映画、音楽、演劇、文芸、写
真、漫画、アニメーション、コンピューターゲームその他の文
字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組
み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提
供するためのプログラムであって、特に付加価値の高いと認め
られるものの創作又は提供に関する事業、プログラムを表現す
る手段としての文字その他の記号及びその体系であって特に付
加価値の高いと認められる研究開発に関する事業を除外）を見
直した上で、２年延長）

令和４年度：延長（２年間） 
（対象事業の範囲（付加価値の高い農林水産物または加工食品
の輸出促進等を図るための技術の研究開発等に関する事業を除
外）を見直した上で、２年延長） 
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